
【 W e b 資 料 Ⅱ -②  雇 用 に お け る 年 齢 差 別 禁 止 法 制 の 制 定 】  

 

 

 

資 料 出 所 ： 厚 生 労 働 省 『 2 0 0 5～ 2 0 0 6 海 外 情 勢 報 告 』  

 

※ こ の 他 、 カ ナ ダ 、 オ ー ス ト ラ リ ア 、 ア イ ル ラ ン ド 、 フ ィ ン ラ ン ド 、 オ ラ ン ダ 、

ベ ル ギ ー 、イ タ リ ア な ど で も 雇 用 に お け る 年 齢 差 別 禁 止 法 制 が 制 定 さ れ て い る 。 
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